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道 路 法 に 基 づ く 道 路 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 新 旧 対 照 表 

 

 改 正 後 改 正 前 

第 一 条 第 二 十 四 条 略  第 一 条 第 二 十 四 条 略  

 

第 二 十 五 条 第 一 項 略  

 

第 二 十 五 条 第 一 項 略  

２ 道 路 標 識 区 画 線 及 び 道 路 標 示 に 関 す る 命 令 昭 和 三 十 五 年 総 理 府 ・

建 設 省 令 第 三 号 以 下 標 識 令 と い う 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の

都 府 県 102－Ｂ の 項 入 口 の 方 向 103－Ａ・Ｂ の 項 入 口 の 予 告

104 の 項 方 面 及 び 距 離 106－Ｂ の 項 方 面 及 び 車 線 107－Ａ・

Ｂ の 項 方 面 及 び 方 向 108の２－Ｃ～Ｅ の 項 出 口 の 予 告 109

の 項 方 面 及 び 出 口 の 予 告 110－Ａ の 項 方 面 及 び 出 口 の 予 告 110

－Ｂ の 項 方 面 車 線 及 び 出 口 の 予 告 111－Ａ の 項 方 面 車 線 及

び 出 口 の 予 告 111－Ｂ の 項 方 面 及 び 出 口 112－Ａ の 項 方 面 及

び 出 口 112－Ｂ の 項 出 口 113－Ａ・Ｂ の 項 サ ビ ス ・ エ リ ア

道 の 駅 の 予 告 116の２－Ａ の 項 サ ビ ス ・ エ リ ア 道 の 駅 の 予 告 116

の２－Ｂ の 項 サ ビ ス ・ エ リ ア 116の３－Ａ の 項 サ ビ ス ・ エ

リ ア 116の３－Ｂ の 項 非 常 電 話 116の４ の 項 待 避 所 116の５

の 項 非 常 駐 車 帯 116の６ の 項 駐 車 場 117－Ａ の 項 駐 車 場 117

－Ｂ の 項 登 坂 車 線 117の３－Ａ の 項 登 坂 車 線 117の３－Ｂ

の 項 都 道 府 県 道 番 号 118の２－Ａ の 項 都 道 府 県 道 番 号 118の２

－Ｂ・Ｃ の 項 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ａ の 項 総 重 量

限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の

５－Ａ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩

和 指 定 道 路 118の５－Ｃ・Ｄ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ａ・Ｂ の

項 道 路 の 通 称 名 119－Ｃ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ｄ の 項 及 び

ま わ り 道 120－Ａ・Ｂ の 項 に 定 め る 案 内 標 識 の 標 識 板 標 識 の 標 示 板

２ 道 路 標 識 区 画 線 及 び 道 路 標 示 に 関 す る 命 令 昭 和 三 十 五 年 総 理 府 ・

建 設 省 令 第 三 号 以 下 標 識 令 と い う 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の

都 府 県 102－Ｂ の 項 入 口 の 方 向 103－Ａ・Ｂ の 項 入 口 の 予 告

104 の 項 方 面 及 び 距 離 106－Ｂ の 項 方 面 及 び 車 線 107－Ａ・

Ｂ の 項 方 面 及 び 方 向 108の２－Ｃ～Ｅ の 項 出 口 の 予 告 109

の 項 方 面 及 び 出 口 の 予 告 110－Ａ の 項 方 面 及 び 出 口 の 予 告 110

－Ｂ の 項 方 面 車 線 及 び 出 口 の 予 告 111－Ａ の 項 方 面 車 線 及

び 出 口 の 予 告 111－Ｂ の 項 方 面 及 び 出 口 112－Ａ の 項 方 面 及

び 出 口 112－Ｂ の 項 出 口 113－Ａ・Ｂ の 項 サ ビ ス ・ エ リ ア

道 の 駅 の 予 告 116の２－Ａ の 項 サ ビ ス ・ エ リ ア 道 の 駅 の 予 告 116

の２－Ｂ の 項 サ ビ ス ・ エ リ ア 116の３－Ａ の 項 サ ビ ス ・ エ

リ ア 116の３－Ｂ の 項 非 常 電 話 116の４ の 項 待 避 所 116の５

の 項 非 常 駐 車 帯 116の６ の 項 駐 車 場 117－Ａ の 項 駐 車 場 117

－Ｂ の 項 登 坂 車 線 117の２－Ａ の 項 登 坂 車 線 117の２－Ｂ

の 項 都 道 府 県 道 番 号 118の２－Ａ の 項 都 道 府 県 道 番 号 118の２

－Ｂ・Ｃ の 項 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ａ の 項 総 重 量

限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の

４－Ａ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩

和 指 定 道 路 118の４－Ｃ・Ｄ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ａ・Ｂ の

項 道 路 の 通 称 名 119－Ｃ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ｄ の 項 及 び

ま わ り 道 120－Ａ・Ｂ の 項 に 定 め る 案 内 標 識 の 標 識 板 標 識 の 標 示 板
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 改 正 後 改 正 前 
を い う 以 下 同 じ 方 面 及 び 方 向 108の２－Ｃ 及 び ま わ り 道 120

－Ｂ の 標 識 板 を 除 く 警 戒 標 識 の 標 識 板 並 び に 補 助 標 識 の 標 識 板

の 寸 法 は 別 図 第 一 か ら 別 図 第 四 十 八 ま で に 図 示 す る 寸 法 そ の 単 位 は

セ ン チ メ ト ル と す る 以 下 同 じ を 基 準 と す る  

を い う 以 下 同 じ 方 面 及 び 方 向 108の２－Ｃ 及 び ま わ り 道 120

－Ｂ の 標 識 板 を 除 く 警 戒 標 識 の 標 識 板 並 び に 補 助 標 識 の 標 識 板

の 寸 法 は 別 図 第 一 か ら 別 図 第 四 十 八 ま で に 図 示 す る 寸 法 そ の 単 位 は

セ ン チ メ ト ル と す る 以 下 同 じ を 基 準 と す る  

第 三 項 第 九 項 略  

 

第 三 項 第 九 項 略  

1
0

略  1
0

略  

一 案 内 標 識 縁 は 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 待 避 所 116の５

の 項 駐 車 場 117－Ａ の 項 及 び ま わ り 道 120－Ａ・Ｂ の 項 に 定

め る 標 識 板 ま わ り 道 120－Ａ の 標 識 板 を 除 く に つ い て は 九 ミ

リ メ ト ル 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 都 道 府 県 道 番 号 118の

２－Ａ の 項 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ａ の 項 総 重 量

限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118

の５－Ａ の 項 及 び 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ｂ の 項 に 定 め

る 標 識 板 に つ い て は 十 六 ミ リ メ ト ル 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部

分 の 登 坂 車 線 117の３－Ａ の 項 に 定 め る 標 識 板 に つ い て は 十 ミ リ メ

ト ル 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 都 道 府 県 道 番 号 118の２－

Ｂ・Ｃ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ａ・Ｂ の 項 及 び 道 路 の 通 称 名 119

－Ｃ の 項 に 定 め る 標 識 板 に つ い て は 八 ミ リ メ ト ル 自 動 車 専 用 道

路 以 外 の 道 路 の 標 識 板 に つ い て は 日 本 文 字 の 大 き さ の 二 十 分 の 一 以 上

の 太 さ を 基 準 と し 縁 線 及 び 区 分 線 は 日 本 文 字 の 大 き さ の 二 十 分 の

一 以 上 の 太 さ を 基 準 と す る  

 
一 案 内 標 識 縁 は 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 待 避 所 116の５

の 項 駐 車 場 117－Ａ の 項 及 び ま わ り 道 120－Ａ・Ｂ の 項 に 定

め る 標 識 板 ま わ り 道 120－Ａ の 標 識 板 を 除 く に つ い て は 九 ミ

リ メ ト ル 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 都 道 府 県 道 番 号 118の

２－Ａ の 項 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ａ の 項 総 重 量

限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118

の４－Ａ の 項 及 び 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ の 項 に 定 め

る 標 識 板 に つ い て は 十 六 ミ リ メ ト ル 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部

分 の 登 坂 車 線 117の２－Ａ の 項 に 定 め る 標 識 板 に つ い て は 十 ミ リ メ

ト ル 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 都 道 府 県 道 番 号 118の２－

Ｂ・Ｃ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ａ・Ｂ の 項 及 び 道 路 の 通 称 名 119

－Ｃ の 項 に 定 め る 標 識 板 に つ い て は 八 ミ リ メ ト ル 自 動 車 専 用 道

路 以 外 の 道 路 の 標 識 板 に つ い て は 日 本 文 字 の 大 き さ の 二 十 分 の 一 以 上

の 太 さ を 基 準 と し 縁 線 及 び 区 分 線 は 日 本 文 字 の 大 き さ の 二 十 分 の

一 以 上 の 太 さ を 基 準 と す る  

二 略  

 

二 略  

第 二 十 六 条 第 一 項 第 五 項 略  

 

第 二 十 六 条 第 一 項 第 五 項 略  

６ 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 駐 車 場 117－Ａ の 項 都 道 府 県 道 番 ６ 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 駐 車 場 117－Ａ の 項 都 道 府 県 道 番
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 改 正 後 改 正 前 
号 118の２－Ａ の 項 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ａ の 項

総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118

の５－Ａ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ｂ の 項 及 び ま わ り 道

120－Ａ・Ｂ の 項 に 定 め る 案 内 標 識 の 標 識 板 ま わ り 道 120－Ｂ の

標 識 板 を 除 く 並 び に 警 戒 標 識 の 標 識 板 に つ い て は 安 全 か つ 円 滑 な 交

通 を 図 る た め 必 要 が あ る と き は 当 該 標 識 板 の 寸 法 第 五 項 の 規 定 に よ り

横 寸 法 を 拡 大 す る 場 合 に あ て は 当 該 拡 大 後 の 寸 法 を 一 ・ 三 倍 一 ・

六 倍 又 は 二 倍 に そ れ ぞ れ 拡 大 す る こ と が で き る も の と す る  

７ 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 登 坂 車 線 117の３－Ａ の 項 都 道 府

県 道 番 号 118の２－Ｂ・Ｃ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ａ・Ｂ の 項 及

び 道 路 の 通 称 名 119－Ｃ の 項 に 定 め る 標 識 板 に つ い て は 安 全 か つ 円 滑

な 交 通 を 図 る 必 要 が あ る と き は 当 該 標 識 板 の 寸 法 を 一 ・ 五 倍 又 は 二 倍 に

そ れ ぞ れ 拡 大 す る こ と が で き る も の と す る  

号 118の２－Ａ の 項 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ａ の 項

総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ｂ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118

の４－Ａ の 項 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ の 項 及 び ま わ り 道

120－Ａ・Ｂ の 項 に 定 め る 案 内 標 識 の 標 識 板 ま わ り 道 120－Ａ の

標 識 板 を 除 く に つ い て は 安 全 か つ 円 滑 な 交 通 を 図 る た め 必 要 が あ る

と き は 当 該 標 識 板 の 寸 法 第 五 項 の 規 定 に よ り 横 寸 法 を 拡 大 す る 場 合 に

あ て は 当 該 拡 大 後 の 寸 法 を 一 ・ 三 倍 一 ・ 六 倍 又 は 二 倍 に そ れ ぞ

れ 拡 大 す る こ と が で き る も の と す る  

７ 標 識 令 別 表 第 一 案 内 標 識 の 部 分 の 登 坂 車 線 117の２－Ａ の 項 都 道 府

県 道 番 号 118の２－Ｂ・Ｃ の 項 道 路 の 通 称 名 119－Ａ・Ｂ の 項 及

び 道 路 の 通 称 名 119－Ｃ の 項 に 定 め る 標 識 板 に つ い て は 安 全 か つ 円 滑

な 交 通 を 図 る 必 要 が あ る と き は 当 該 標 識 板 の 寸 法 を 一 ・ 五 倍 又 は 二 倍 に

そ れ ぞ れ 拡 大 す る こ と が で き る も の と す る  

第 八 項 第 十 一 項 略  第 八 項 第 十 一 項 略  

附 則 略  附 則 略  

別 表 第 一 第 十 略  別 表 第 一 第 十 略  

別 図 第 一 第 二 十 九 略   別 図 第 一 第 二 十 九 略  

別 図 第 三 十 案 内 標 識 登 坂 車 線 117の３－Ａ  別 図 第 三 十 案 内 標 識 登 坂 車 線 117の２－Ａ  

 図 略   図 略  

別 図 第 三 十 一 案 内 標 識 登 坂 車 線 117の３－Ｂ  別 図 第 三 十 一 案 内 標 識 登 坂 車 線 117の２－Ｂ  

 図 略   図 略  

別 図 第 三 十 二 第 三 十 四 略  別 図 第 三 十 二 第 三 十 四 略  

別 図 第 三 十 五 案 内 標 識 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ａ  別 図 第 三 十 五 案 内 標 識 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ａ  

 図 略   図 略  

別 図 第 三 十 六 案 内 標 識 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ  別 図 第 三 十 六 案 内 標 識 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の３－Ｂ  

 図 略   図 略  

別 図 第 三 十 七 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ａ  別 図 第 三 十 七 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ａ  

 図 略   図 略  
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 改 正 後 改 正 前 
別 図 第 三 十 八 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ｂ  別 図 第 三 十 八 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｂ  

 図 略   図 略  

別 図 第 三 十 九 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ｃ  別 図 第 三 十 九 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｃ  

 図 略   図 略  

別 図 第 四 十 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の５－Ｄ  別 図 第 四 十 案 内 標 識 高 さ 限 度 緩 和 指 定 道 路 118の４－Ｄ  

 図 略   図 略  

別 図 第 四 十 一 五 十 七 略  別 図 第 四 十 一 五 十 七 略  

 


